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平成 24 年度「鹿児島県青少年海外ふれあい事業－香港・シンガポール交流コース」派遣団員募集

１ 実 施 期 間   24 年 10 月下旬～11 月上旬（11 泊 12 日）

         ※日程の詳細については訪問国と調整の上，決定します。

２ 訪 問 地  香港，シンガポール

３ 募 集 人 員    15 名程度(本市からは３名以内)

４ 参 加 資 格   ・鹿児島県内に居住し，今後も引き続き居住しようとする者で、高校生以上おお

むね 30 歳までの者。

        ・地域において現に青少年活動や社会参加活動をしている者又は帰国後ウィング

ビートクラブに所属し，積極的な活動ができる者。

            ・訪問国における積極的な交流が期待できる者。

            ・青少年の国際交流に家族などの理解・協力が得られる者。

５ 個人負担経費   ６万円程度（※市内に居住する現に就学中の生徒，学生等は市から半額の補助

があります）

６ 募 集 期 限    ６月１日(金)まで

７ 応 募 方 法   ・ 所定の申込書に必要事項を記入の上，枕崎市教育委員会に提出

          してください。

≪問合せ先≫

   枕崎市教育委員会生涯学習課

    住所：枕崎市中央町１８４番地  

℡：７２－０１７０

生涯学習課

業務委託人を募集

業務委託人を次のとおり募集します。

希望者は，採用試験受験申込書（総務課備付け，免許状写し添付）を総務課職員係へ提出してください。

○職  種 保健師，助産師，看護師

○採用人員 1名

○応募資格 （1）昭和 27 年 7月 2日以降に生れた方

      （2）免許を有し，現在，市内の医療機関に勤務していない方

      （3）平成 24 年 7月 1日から勤務できる方

○選考方法 作文試験，面接試験，健康診査（公的病院の健康診断書提出 ※合格者のみ）

○応募締切 平成 2４年 6 月 15 日（金）

午後 5時 15 分までに必着

  ※ その他詳しいことについては，健康課健康促進係（℡72－7176 健康センター）へお問い合わせ

ください。

    なお，採用試験の日程等については，後日応募者に連絡します。

健康課

２



平成 24 年度危険物取扱者保安講習を実施

消防法に基づく危険物取扱作業の保安に関する講習を，次のとおり実施します。

１ 講習の期日及び場所

  ７月 ９日(月)・８月 30 日(木)・10月 31日(水) 鹿児島市 鹿児島県市町村自治会館

  ７月 23 日(月) 日置市  日置市中央公民館

８月 22 日(水) 南九州市 川辺文化会館

  ８月 23 日(木) 指宿市  指宿市民会館

※ 講習会は，上記以外でも県内各地で開催され，講習時間は，午前９時 30 分から 12 時 30 分までです。

２ 受講の対象者

危険物取扱者免状を所持し，現に危険物取扱作業に従事しており，次に該当する方

(1)  危険物取扱作業に継続して従事している方（前回，受講してから３年以内）

(2)  危険物取扱作業に新たに又は再び従事することとなった日から１年以内の方

(3) 危険物取扱作業に新たに又は再び従事する方で，過去２年以内に免状の交付又は受講している方は，

その日以後３年以内

※ 保安講習を受講しないで危険物取扱作業に従事している場合は，危険物取扱者免状の返納を命じられ

ることがありますので，注意してください。

３ 講習の実施機関・受講申請書の提出先

   一般社団法人 鹿児島県危険物安全協会

   〒890-0067 鹿児島市真砂本町 51-22 (南国ショッピングセンタービル２階)

                  電話・FAX ０９９－２５７－５２００

４ 受講申請の受付期間

    ６月１日（金）～６月 22 日（金）まで（土・日を除く）

  郵送の場合は，６月 22 日消印のものまで受け付けます。

５ 申請書は消防署・各分遣所にあります。

枕崎消防署 72-0049・川辺分遣所 56-2001・知覧分遣所 83-2222・南さつま消防署 52-3145

大笠分遣所 63-1773・金峰分遣所 77-1304・坊津分遣所 67-1199

枕崎消防署

３

パソコン実務講習の受講者を募集

公益社団法人鹿児島県シルバー人材センター連合会委託事業の講習受講者を、次のとおり募集します。

受講対象者：55 歳以上でハローワークに求職登録をしている方

募集人員 ：20 名（応募者多数の場合は抽選）

講習内容 ：パソコンの基本操作（文書作成、表計算等）の習得

講習日程 ：６月 28 日（木）～７月 11 日（水） ※土・日休み

受講料  ：無 料

テキスト代：無 料

講習会場 ：公益社団法人 枕崎市シルバー人材センター

募集締切 ：６月 18日（月）必着

申し込み ：公益社団法人 枕崎市シルバー人材センター

（電話）７２－６６８９

総務課



個人住民税の特別徴収にご協力ください

個人住民税の特別徴収とは，給与支払者が，所得税の源泉徴収と同様に，住民税の納税義務者である給与

所得者に代わって，毎月従業員に支払う給与から住民税（市民税＋県民税）を徴収（天引き）し，納入して

いただく制度です。

地方税法第 321 条の 4 及び市の条例の規定により，給与を支払う事業者は，原則としてすべて特別徴収義

務者として住民税を特別徴収していただくことになっています。

住民税の特別徴収は，所得税のように，税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。税額の計

算は，給与支払報告書に基づいて市で行い従業員ごとの住民税を市から通知いたします。

また，自分で市役所や金融機関に住民税を納めに行く手間がかからなくなりますので，従業員の方にとっ

ても大変便利です。

まだ特別徴収を実施していない事業主の方は，特別徴収への切り替えをお願いいたします。

※特別徴収の納税のしくみ

   税務課

軽自動車税納税証明書（領収書）の保管について

５月 31 日は軽自動車税の納期限です。納付書で納税される方は，領収書が継続検査（車検）に必要な納

税証明書になりますので，車検証と一緒に大事に保管してください。

〔お問い合わせ先〕  税務課課税係（℡72-1111 内線 155）                税務課

４

源泉所得税の納期の特例と納付について

給与などの支払の際に徴収した所得税（以下「源泉所得税」といいます。）は，給与などを支払った月の

翌月10日までに納付しなければなりませんが，納付すべき税額がない場合であっても，翌月10日までに納付

書（給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書）を税務署へ提出していただく必要があります（ｅ‐Ｔａ

ｘ（国税電子申告・納税システム）の利用又は郵送等による提出もできます。）。

なお，給与の支給人員が常時１０人未満の事業所では，一定の手続をすることにより，源泉所得税の納付

を年２回で済ませることができる源泉所得税の「納期の特例」制度があります。

具体的には，次表を参照してください。

源泉所得税の納期の特例制度

源泉所得税の区分 納付期限

１～６月に源泉徴収した所得税 ７月 10 日

７～12 月に源泉徴収した所得税 翌年１月 10 日

源泉所得税のことでご不明な点がありましたら，最寄りの税務署にお気軽にお尋ねください。

知覧税務署（電話０９９３－８３－２４１１）※自動音声案内          税務課



５

河川愛護月間（５月 21 日～６月 20 日）

川にゴミや空き缶などを投げ捨てないようにしましょう。

５月 21 日から６月 20 日までを河川愛護月間とし、県下一斉に河川愛護運動を実施しています。

この運動は、広く県民の皆さんに川を大切にしていただいて、また川をきれいにする河川愛護作業に参加

していただくことによって、美しい郷土づくりを実現しようとするものです。

皆さんの近くを流れている川はきれいでしょうか。川は私たちみんなのものです。

地域で行われる川の清掃作業に自主的な参加をいただき、運動の成果が充分上がるよう御協力をお願い致

します。

※ 各地区・公民館の取組をよろしくお願いします。

建設課

農地の排水管理と農業用用排水路の維持管理を

大雨時は，土壌消毒用空き缶や肥料袋，農業用廃ビニール，土手の雑草等が用排水路に詰まり，思わぬ

災害を引き起こす原因となります。これらのものは適正な処理をお願いします。

また，土手に除草剤を散布し雑草を根ごと除去すると，法面崩壊の原因となります。

土手の雑草は極力草払い機で刈り払うようお願いします。

農地の排水管理は確実に行い，表土の流出，土手の崩壊等を防止しましょう。

農政課

６月１日～６月７日は水道週間

今年のスローガン  「さあ今日も 水と元気が 蛇口から」

６月１日～６月７日は水道週間です。水道は，ほとんどの世帯が利用できるまでに普及しており，健康

で文化的な生活や様々な社会活動を支える必要不可欠な生活基盤となっています。水道事業の現況や水道

について理解深め，今後の水道事業の取組について協力を得るために設けられた週間です。

この機会に水の大切さを再認識し，安全でおいしい水を未来まで永久に残していくため河川や森林の環

境をみんなで守っていきましょう。

水道課

下水道接続で環境保全に努めましょう

～家庭や商店，水産加工場等事業所は早急に下水道接続を

(単独・合併浄化槽も法律で接続が義務づけ)～

トイレや水産物処理等の汚水や悪臭で，近所の住民に迷惑をかけていませんか。

下水道は，住民の快適な生活環境と，海や河川など公共用水域の水質の保全を図る施設です。

下水道供用区域内で，くみ取り便所及び単独・合併浄化槽を使用している一般家庭や商店，水産加工

場等事業所は，下水道に接続することが法律で義務づけられています。早急に水洗化改造工事をしてい

ただき，環境保全に努めてください。

※ 接続工事等の詳しい内容については，下水道課(TEL 72-1111 内線 412・413)へお問い合わせください。

下水道課



交通事故無料相談会を実施

NPO 法人交通事故被害者救済推進協会では，次の日程で交通事故無料相談会を実施します。

日  時     ６月 16 日（土）  午前 10 時～午後３時

場  所     市民会館第３会議室

相談内容    交通事故に関する損害調査，後遺症による認定手続き，損害賠償額の精査，治療・後遺症

に関する不安や悩みなど，交通事故に関するものすべてについて。

主 催    NPO 法人 交通事故被害者救済推進協会

（鹿児島県知事認証 198 号）

連 絡 先    鹿児島市喜入町 7127－５

南薩地区担当 有田 ムツミ

※ 当日，会場にお越しになれない場合や，お急ぎの方は，いつでも電話による無料相談を行っています。

平日（月曜日～金曜日）午前９時～午後４時

℡０９９３－４５－１０８９ （有田）

総務課

６

年金相談所開設のお知らせ

平成 24 年度から混雑と待ち時間を解消するために『完全予約制』になりました！

年金相談ご希望の方は、市役所国民年金係（７２－１１１１）までお申し出ください。

日本年金機構 鹿児島南年金事務所の相談員が、国民年金・厚生（船員）年金に関する相談に応じます。

相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。

○日 時：５月 22 日（火）午前 10 時～午後３時

○場 所：市民会館２階 第１会議室

○日 時：６月 19 日（火）午前 10 時～午後３時 ※平成 24年６月 20 日号には掲載されません

○場 所：市民会館２階 第１会議室

○たとえばどんな相談ができますか？

・国民年金や厚生年金などを受けるための請求ができます。

・障害年金や遺族年金などの相談ができます。

・50 歳以上の方に年金の見込み額を提示します。

・過去にかけた年金の記録を確認するお手伝いをします。

・年金受給者の死亡に伴う手続きなどができます。

・「ねんきん特別便」「ねんきん定期便」等の問い合わせに応じます。

※国民年金保険料の納付はできません。

※基礎年金番号のわかるもの（年金手帳・年金証書等）・印鑑などをお持ちください。

※代理の方が来られる際は、委任状が必要です。（※家族の相談でも、委任状は必要です。）

近隣市での相談日は次のとおりです。

・５月 29 日（火）南九州市頴娃支所     ・６月５日（火） 指宿市中央公民館

市民生活課



７

交通遺児育英会 奨学生募集の案内

公益財団法人 交通遺児育英会では，保護者が自動車やバイクの事故など，道路における交通事故で死

亡したり，重い後遺障害のために働けず，経済的に修学が困難な生徒・学生（申込時 29 歳までの人）を対

象に奨学生の募集を行っております。

なお，奨学生募集には，就学前に奨学金の貸与を予約する予約募集と，進学後に申し込む在学募集があ

ります。

詳細については，お問合せください。

問い合わせ先  公益財団法人 交通遺児育英会

電   話    0120-521286（フリーダイヤル）

総務課

甲種防火管理者「再講習」・甲種防火管理者「新規講習」を実施

１ 甲種防火管理者「再講習」（※特定の事業所対象）

(1) 日  時 平成 24 年７月 13日(金) 午前９時から午前 11 時 30分まで

(2) 講習会場 南薩地区消防組合消防本部会議室(枕崎消防署)

(3) 受付期間 ５月 30 日(水)から６月 19日(火)まで 午前９時から午後５時まで

(4) 受付場所 南薩地区消防組合消防本部，枕崎消防署

２ 甲種防火管理者「新規講習」

(1) 日  時  平成 24 年８月 23 日(木)・24日(金) 午前９時から午後５時まで

(2) 講習会場 南九州市 川辺文化会館

(3) 受付期間 ７月３日(火)から７月 23 日(月)まで 午前９時から午後３時まで

(4) 受付場所 南薩地区消防組合消防本部，枕崎消防署

３ その他

ご不明な点等ありましたら，下記まで問い合わせください。

南薩地区消防組合消防本部予防課 予防査察係 担当：山元 0993－72－0049

枕崎消防署

「ハンセン病問題を正しく理解する週間」に関するお知らせ

ハンセン病問題に対する理解の促進を図るために，県では「ハンセン病問題を正しく理解する週間」を定め

ています。

誤った隔離政策によって，長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々等が，平穏に安心し

て生活できる地域を創るために，一人ひとりが，ハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。

◆ハンセン病問題を正しく理解する週間   平成２４年６月１７日（日）～６月２３日（土）

◆ハンセン病問題に関する知識

・国の隔離政策などにより，ハンセン病は怖い病気という誤った考えが定着し，そのことが様々な偏見・差別

や人権侵害を引き起こしました。ハンセン病であった方々等は，今もなお根強く残る偏見・差別に苦しんで

おられます。

・ ハンセン病は，らい菌によっておこる感染症で遺伝病ではありません。また，早期発見と早期治療により，

短期間で治癒する病気です。

・ わが国に感染源となるものはほとんどありません。

・ 元患者であった方々の身体の変形は後遺症です。                      健康課



８

平成 24 年度１日人間ドック及び脳ドック希望者を募集

国民健康保険加入者の皆さんを対象に，１日人間ドック及び脳ドック受診希望者を募集します。この機会

に受診され『疾病の早期発見・早期治療』に努めてください。

受診できる指定医療機関と各コースの費用額及び助成金額は次のとおりです。

1 日人間ドック 脳ドック

指定医療機関 一般ｺｰｽ 婦人ｺｰｽ A ｺｰｽ B ｺｰｽ

市
内

小原病院 36,000 円 42,000 円 18,000 円 22,000 円

ｻｻﾞﾝ･ﾘｰｼﾞｮﾝ病院 36,000 円 42,000 円 18,000 円

枕崎市立病院 36,000 円

市
外

鹿児島県厚生連健康管理

ｾﾝﾀｰ

44,680 円

(47,680 円)

50,450 円

(53,450 円)
15,000 円

県民総合保健ｾﾝﾀｰ 37,642 円 47,342 円

助成金額 20,000 円 9,000 円 11,000 円

注）１ 厚生連の（  ）内の金額は，胃内視鏡検査の場合

注）２ ｛Ａコース｝ＭＲＩ・ＭＲＡ検査のみ

｛B コース｝ＭＲＩ・ＭＲＡ検査＋心電図・血液検査・尿検査

注）３ 1日人間ドックと脳ドックの同時受診の助成金額は，29,000 円

〔受診希望者の募集方法〕

①受診希望日により，前期（平成 24 年 5 月～9月）と後期（平成 24 年 10 月～平成 25 年３月）に分けます。

②前期については通常どおり受付を行いますが，前期予定者数（１７０人）に達し次第，前期受付を終了

します。

※受診コースの希望状況により，募集人数は変わることもありますので，ご了承ください。

③前期で受診できなかった方と後期に受診を希望される方については，募集方法を８月の市の広報紙でお知

らせします。希望者が多い場合は抽選により決定します。

④受診希望者は，上記をご参照のうえ，直接指定医療機関で申し込み，受診の日程が決定した後，保険証と

印鑑を持参して健康課保険医療係で利用券の交付を受けてください。

なお，鹿児島県厚生連健康管理センターで受診希望の方は，ＪＡ南さつま枕崎支所生活課へ申し込みを行

い，受診の日程を決定してください。

〔指定医療機関のお問い合わせ先〕

◇ 小原病院  ☎（72）2226

◇ サザン・リージョン病院  ☎（72）1351

◇ 枕崎市立病院  ☎（72）0303

◇ 県民総合保健センター人間ドック課  ☎099（220）2332

◇ 鹿児島県厚生連健康管理センター

◇  〔ＪＡ南さつま枕崎支所生活課へ ☎（72）3111〕

                 健康課



子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの無料接種

市では，今年度も対象年齢の方にワクチンの無料接種を行っています。

詳細については，下記の通りです。

１ 対象ワクチンについて

（1）子宮頸がん

  ①対象者は，中学１年生から高校１年生に相当する年齢の女性

高校２年生に相当する年齢の女性で，今年の３月 31 日までに１回でも接種した方

  ②ワクチンは６ヶ月かけて３回接種します

（2）ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）

  ①対象者は，接種時点で生後２ヶ月から４歳の乳幼児

  ②接種回数は最大３回（年齢により接種回数が異なります）

（3）小児用肺炎球菌

  ①対象者は，接種時点で生後２ヶ月から４歳の乳幼児

  ②接種回数は最大４回（年齢により接種回数が異なります）

２ 接種場所 市内の委託医療機関（健康センターにお問合せ下さい）

※ 事前に医療機関に予約して下さい

３ ワクチン接種方法等

（1）ワクチン接種に当たっては，母子健康手帳の他，住所や年齢等を証する書類（本人又は保護者の健康

保険証，学生証等）を医療機関に提示して下さい。

（2）３種類のワクチンは任意接種です。ワクチンの目的，効果，副反応等を十分理解した上で接種して下

さい。

〔お問合せ〕

  健康課健康促進係（健康センター） 電話 72-7176

健康課

９

「HIV 検査普及週間」における平日夜間検査を実施

加世田保健所では，全国で展開される「HIV 検査普及週間」（６月１日（水）から７日（火））の

１週間に合わせて，次の日程で平日夜間 HIV 検査を実施します。

ＨＩＶ検査は，匿名で受けられます。

※ 日 時  ６月４日（月）１７時から１９時

※ 場 所  加世田保健所

※ 内 容  ＨＩＶ迅速検査 （概ね１時間程度）   

※ 検査料  無料

※ 問い合わせ先  加世田保健所疾病対策係 ☎５３－２３１５

                                        健康課



10

平成 24 年度国民健康保険特定健康診査のお知らせ

生活習慣病の予防と改善を目的として，「特定健康診査（特定健診）」を次のとおり実施します。

○対象者

  40 歳から 74 歳（昭和 12 年８月１日～昭和 48 年３月 31 日生まれの方）の国民健康保険加入者が

対象になります。

ただし，妊産婦，拘禁中，６か月以上医療機関や福祉施設に入所している方は対象になりません。

※ 従来の健診では通院中の方は対象外でしたが，特定健診では通院中の方も対象となります。

※ 受診の際は「特定健康診査受診券」と「保険証」を必ず両方持参してください（どちらか一方

では受診できませんのでご注意ください）。

○受診場所

  特定健診には集団健診と個別健診があり，集団健診は市が行う複合健診と一緒に受診できます。

  個別健診は，市内の各医療機関で受診するもので，自分の都合にあわせて受診することができます。

○個別健診

実施期間：６月１日（金）から７月 31 日（火）まで

  受診できる医療機関：小原病院，ｻｻﾞﾝ・ﾘｰｼﾞｮﾝ病院，枕崎市立病院，尾辻病院，国見内科医院

※事前に予約が必要です

○集団健診

実施期間：７月２日（月）から８月 11 日（土）まで

※実施会場等については６月 20 日号に掲載します。

○１年に１回健診を受けましょう

生活習慣病は自覚症状がほとんどないため，定期的な健康管理が予防の決め手となります。健診は

自分の健康状態を知り，生活習慣を見直す絶好の機会です。健康を守るため，年１回は必ず健診を受

けましょう。

  なお，平成 24年度の特定健診の受診率等により，平成 25 年度の後期高齢者医療制度への支援金の

額が増減される仕組みとなっており，その結果，国保税に影響を与えることになります。

※ 対象者には各公民館の保健推進員等を通じて「健診のお知らせ」「特定健康診査受診券」を配付

いたします。

問合せ 健康課保険医療係 ℡72-1111（内線 147・148）

健康課


